
負担区分 施設加算料※２
※１
1 0 円 0 円 0 円 0 円 50 円 1,000 円 2,550 円
2 605 円 184 円 430 円 390 円 50 円 1,000 円 52,429 円

605 円 184 円 430 円 650 円 50 円 1,000 円 60,489 円
605 円 184 円 430 円 1,360 円 50 円 1,000 円 82,499 円
605 円 184 円 915 円 1,650 円 50 円 1,000 円 106,524 円

1,210 円 368 円 915 円 1,650 円 50 円 1,000 円 130,983 円
1,815 円 552 円 915 円 1,650 円 50 円 1,000 円 155,442 円

1 0 円 0 円 0 円 0 円 50 円 1,000 円 2,550 円
2 677 円 196 円 430 円 390 円 50 円 1,000 円 55,033 円

677 円 196 円 430 円 650 円 50 円 1,000 円 63,093 円
677 円 196 円 430 円 1,360 円 50 円 1,000 円 85,103 円
677 円 196 円 915 円 1,650 円 50 円 1,000 円 109,128 円

1,354 円 392 円 915 円 1,650 円 50 円 1,000 円 136,191 円
2,031 円 588 円 915 円 1,650 円 50 円 1,000 円 163,254 円

1 0 円 0 円 0 円 0 円 50 円 1,000 円 2,550 円
2 752 円 210 円 430 円 390 円 50 円 1,000 円 57,792 円

752 円 210 円 430 円 650 円 50 円 1,000 円 65,852 円
752 円 210 円 430 円 1,360 円 50 円 1,000 円 87,862 円
752 円 210 円 915 円 1,650 円 50 円 1,000 円 111,887 円

1,504 円 419 円 915 円 1,650 円 50 円 1,000 円 141,678 円
2,256 円 628 円 915 円 1,650 円 50 円 1,000 円 171,469 円

1 0 円 0 円 0 円 0 円 50 円 1,000 円 2,550 円
2 824 円 222 円 430 円 390 円 50 円 1,000 円 60,396 円

824 円 222 円 430 円 650 円 50 円 1,000 円 68,456 円
824 円 222 円 430 円 1,360 円 50 円 1,000 円 90,466 円
824 円 222 円 915 円 1,650 円 50 円 1,000 円 114,491 円

1,648 円 443 円 915 円 1,650 円 50 円 1,000 円 146,886 円
2,471 円 666 円 915 円 1,650 円 50 円 1,000 円 179,312 円

1 0 円 0 円 0 円 0 円 50 円 1,000 円 2,550 円
2 895 円 236 円 430 円 390 円 50 円 1,000 円 63,031 円

895 円 236 円 430 円 650 円 50 円 1,000 円 71,091 円
895 円 236 円 430 円 1,360 円 50 円 1,000 円 93,101 円
895 円 236 円 915 円 1,650 円 50 円 1,000 円 117,126 円

1,789 円 473 円 915 円 1,650 円 50 円 1,000 円 152,187 円
2,684 円 709 円 915 円 1,650 円 50 円 1,000 円 187,248 円

※１ 負担区分は各市町村で「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることにより決定します。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

要介護度

                                                     （　施　設　利　用　者　）  
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3

2
（659単位）

3

4
（802単位）

5
（871単位）

4
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（下段は２割、３割負担）
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（下段は２割、３割負担）
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（732単位）
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（１日あたり） （１日あたり）
居住費

（１日あたり）
食費

（１日あたり）

基　本　利　用　料　一　覧　表
２０２６年 ６月 1日 ～

※２ 施設加算料とは日常生活継続支援加算・夜勤職員配置加算Ⅲ・看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）・ 科学的介護推進体制加算・協力医療機関連携加算・生産性向上推進体制加
　　　算・若年性認知症利用者受入加算・介護職員等処遇改善加算等、それぞれ国の基準を満たした施設に加算されるもので、職員配置及びその他の施設体制により変更と
　　　なる場合があります。サービス提供料及び加算料については小数点以下の端数があるため、ご利用日数により合計金額が若干変わります。

日用品費
（１日あたり）

預り金出納管理費
（１ヶ月あたり）

合計利用料
（３１日あたり）

サービス提供料


